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１．遂行状況報告の作成方法

（１）遂行状況報告とは

➢ 事務局からの依頼により、補助事業実施期間中の途中経過を記載した「遂行
状況報告書」を作成し、事務局に提出するものです。
※事務局からの依頼がない限り、ご提出いただく必要はありません。

（２）報告の基準日と提出期限

➢ 報告の基準日は、交付決定日の属する月の翌月から起算して、3か月後の末
日時点となります。
※基準日時点で事業が完了し、実績報告書を提出済みの場合は遂行状況報告
書の提出は不要です。

➢ 報告書の提出期限は、報告基準日の翌月15日（土日祝日の場合は次の平日）
までとなります。提出はｊグランツから行います。ｊグランツへの登録方法
は、ものづくり補助金総合サイトに掲載する入力ガイドをご覧ください。

交付決定日
7/10
▼

基準日
10/31
▼

提出期限
11/15
▼

【交付決定日が7/10の場合】

（３）提出いただく報告資料

①遂行状況報告書（様式第５）

➢ 報告基準日時点における補助事業の実施状況を具体的に記載してください。

➢ 遂行（進捗）状況が当初の予定に対してどの程度進んでいるかについて記
載してください。遅延している場合は、その理由も記載してください。

②経費明細表（様式第５別紙）

➢ 報告基準日時点における経費の支出状況を記載してください。

補助率は、プルダウンより交付決
定時の内容を選択してください。

A～C欄については、報告基準日
時点において支出済みの金額を記
載してください。

様式は、ものづくり補助金総合サイトの「補助事業の手引き」

⇒「遂行状況報告関連資料」から取得願います。

補助金交付決定額を
記載してください。


